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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月２７日 １５時３５分ごろ 

発生場所 大分県臼杵市黒島東方沖 

 佐
さ

志生
し う

港尾本Ａ防波堤灯台から真方位０９８°１.２５海里付近 

 （概位 北緯３３°１０.３８′ 東経１３１°５１.５０′） 

事故調査の経過  平成２７年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 廣瀬
ひ ろ せ

丸、２.６トン 

   ＯＴ３－４９０３１（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.２５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成２年５月２７日 

Ｂ プレジャーボート サンセイ号、５トン未満 

   ２９４－１７９２４大分、個人所有 

   ６.３４ｍ（Lr）×２.３６ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.９６kＷ、平成５年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年４月１日 

    免許証交付日 平成２２年３月３１日 

           （平成２７年３月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１８年６月２０日 

    免許証交付日 平成２３年２月２１日 

           （平成２８年６月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷 

Ｂ 全損（沈没） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２６年１２月２７日１５

時００分ごろ大分県大分市佐賀関漁港を出港し、黒島東方沖を約１５

ノットの対地速力で臼杵市臼杵漁港に向けて南南西進していた。 
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船長Ａは、Ａ船の船首が浮上して死角があったことから、時折船首

を左右に振って見張りを行っていたが、船首方に他船を見掛けなかっ

たので、船体の傾きを修正するため機関室で燃料移送作業を開始し

た。 

船長Ａは、１５時３５分ごろ衝撃を感じて後方を振り返るとＢ船と

海中に落ちた人が見えたので、救助に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」とい

う。）１人を乗せ、１２時００分ごろ黒島東方沖で機関を止め、魚礁

付近に錨を入れて船尾に錨索を係止し、黒色球形形象物を操舵室上方

に表示し、北寄りの風で船首が南方に向いて錨泊を行った。 

 船長Ｂは、同乗者と船尾両舷に分かれて釣りをしていたところ、船

尾方に接近してくる態勢のＡ船を認めたが、釣り船が魚礁付近に集ま

ってくるので、Ａ船もそのような船であり、Ａ船が錨泊しているＢ船

を避けるものと思い、釣りを続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の船尾方約２００ｍの距離となって

も止まらずにＢ船に向かって近づいて来ることに気付き、同乗者と共

に船体中央部に待避したところ、Ｂ船の船尾とＡ船の船首とが衝突し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ａ船は、燃料移送ポンプのスイッチが操舵機の下の方に配置されて

いた。 

船長Ｂは、魚礁付近は他船が釣りのために集まって来るので、Ａ船

も釣り船であると思った。 

船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、黒島東方沖を南南西進中、船長Ａが、船首方に他船を見掛

けなかったので、機関室で燃料移送作業を行い、見張りを行っていな

かったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ａは、船体の傾きを修正するために燃料移送作業を行ったもの

と考えられる。 

Ｂ船は、黒島東方沖で釣りをしながら錨泊中、船長Ｂが、Ａ船が錨

泊中のＢ船を避けるものと思い、衝突を避けるための動作をとらなか

ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、魚礁付近は他船が釣りのために集まって来るので、Ａ船
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も釣り船であると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、黒島東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、船首方に他船を見掛けなかったので、機関室で燃料移

送作業を行い、見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船が錨泊

中のＢ船を避けるものと思い、衝突を避けるための動作をとらなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、航行中は見張りに専念すること。 

 ・錨泊中であっても、見張りを適切に行い、いつでも避航できるよ

う準備をすることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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